
千葉県障害福祉事業課作成 

（令和８年６月１０日修正） 

【障害児施設向け】 まとめ登録様式 シート作成時の注意事項 

当課でまとめ登録様式について、こども性暴力防止法担当窓口から聞き取りをし、

特に注意が必要な内容を QA等も参考にまとめましたのでご確認ください。  

 なお、８月以降にこども家庭庁で記載内容の確認を行い、修正等必要であれば、

直接、事業所へ連絡を行うとのことです。 

 記載内容で疑義があれば「こども性暴力防止法」に関する専用ダイヤルにもお問い

合わせください。 ０３－５３５７－１１４６（受付時間：平日 9時～１７時） 

 ※よくあるミスは赤字にしてありますのでご注意ください 

シートは「（２）学校設置者等」、「（３）施設・事務所」の両方を記載してください。 

＜まとめ登録様式＞ 

 

（１）所轄庁のシート ※記載不要                                       

所轄庁である「千葉県」を記入してありますので記載は不要です（変更しないでください） 

 （２）「学校設置者等」シートの記載 ※必須                                            

 ＜本シートへの記載漏れが多く発生しています。＞ 

学校設置者等は義務対象事業者のことであり、障害児施設の事業者も

該当しますので必ず記載してください。Gビズ ID登録時の内容と整合さ

せてください。 
②事業者の名称 

 ・法人名は「㈱」などの略語を使用せず、「株式会社」などの正式名称で記載して

ください。 

 ・アルファベットも全角で記入してください（全角でないとエラーで入力不可） 

③㉖登録様式のフリガナ欄 

登録様式のフリガナ欄は全角カタカナで入力してください。  

例：「CFA保育園」⇒「シーエフエーホイクエン」 



 ⑮～⑰G ビズ第一管理者  

・G ビズ第一管理者を設定した場合（任意）に記載してください。 

・まとめ登録においては、ＧビズＩＤ（第一管理者）を複数登録することはできませ

ん。ＧビズＩＤ（第一管理者）を設定する場合は１名のみ設定して登録してください。  

 ⑱～㉒、㉛～㉝担当者情報 

・まとめ登録様式を提出いただいた後、こども家庭庁で登録内容の確認を行いま

す。その中で、学校設置者等や施設・事業所等に確認が必要と思われる事項が

あれば、登録いただいた担当者の連絡先に確認依頼をすることがありますので、

その際にご対応いただける方を記載してください。 担当者はＧビズＩＤのアカウン

トを持つ方である必要はなく、照会に対応いただける方であれば、どのような方で

も差し支えありません。 

※窓口に確認したところ複数の事業所がある場合に、記載内容について回答で

きる方であれば、事業所共通で同じ担当者の方の記載で問題ないとのことです。 

（３）「施設・事業所」シートの記載 ※必須                                                 

〇千葉県から指定を受けた「指定障害児入所施設、指定障害児通所支援事業（児

童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支

援）」の施設・事業所を記載してください。 

〇上記以外の義務対象事業者（学校、保育所、認定こども園等）については、当課

からの取りまとめの対象外になります。担当の所轄庁の指示に従ってください。 

〇記載するのは、千葉県が指定権者である事業所分のみです。複数の事業所があ

れば本シートにまとめて記載してください。千葉市、船橋市、柏市および他都道府県

が指定権者である事業所については、本県には提出せず、それぞれの指定権者の

指示に従い提出してください。 

〇休止中・廃止予定の事業所についても、令和 8年 12月 25日時点で存続してい

る場合は、まとめ登録の対象となります。 

 

〇1つの施設・事務所で複数の事業を運営している場合は、事業ごとに 1行ずつ入

力し、住所等の同一内容はコピー＆ペーストしてください。 

 例）児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所の場合 

 →「24 児童発達支援」と「25放課後等デイサービス」で、それぞれ行を分けてご記載ください。 

 



 ㉔ 事業類型の選択 

 本案内で取りまとめる事業は以下の事業になります。該当する区分を選択してください。 

  15：指定障害児入所施設等（※） 

  24：指定障害児通所支援事業（児童発達支援） 

  25：指定障害児通所支援事業（放課後等デイサービス） 

  26：指定障害児通所支援事業（居宅訪問型児童発達支援） 

  27：指定障害児通所支援事業（保育所等訪問支援） 

 ※21の障害児入所施設は指定を受けていないものとのこと 

㉟施行時現職者数（概算） 

 施行時現職者数（概算）については、次の①および②にあてはまる人数を記載して

ください。まとめ登録時に把握できる概数で構いません。 

  ① 施行日時点（令和 8年 12月 25日）に対象業務への従事者 

  ② 施行日後に対象業務に従事することが決定している者 

※窓口へ確認したところ、多機能型事業所などで従業員が兼務している場合は、人数を重

複して計上しても差し支えないとのことです。 

㊱施設等運営者の区分 

地方公共団体等の設置者から指定管理や委託を受けて施設・事業所を運営して

いる場合は「01指定管理」「02 委託」をそれぞれ選択して入力項目㊲～㊻に必要な

情報を記入します。 

ここでいう「指定管理」は、指定障害児通所支援事業・障害児入所施

設の「指定」のことではありません。 

自治体が所有・設置する施設の管理運営を委ねる「指定管理者制

度」を指します。したがって、自治体所有の施設・事業所を運営していな

い場合は該当しません。 

施設・事業所を直接運営している場合は、入力項目㊱は「なし」を選

択し、入力項目㊲～㊻の入力は不要です（グレーになります）。 
※ほとんどの事業所は「なし」なので、あらかじめ「なし」を選択しています。「指定

管理」「委託」が該当する事業所は選択肢を変更してください。 

 



まとめ登録様式記載（見本）　※千葉県で参考に作成

（１）所轄庁

（２）学校設置者等

①～⑪

⑫～⑲

⑳～㉓

（３）施設・事業所

㉔～㉜

㉝～㊱

入力時に「項目名」が一時的に表示されない場合があります。その際は、画面を横方向へスクロールなどすると表示されます。

㉔一つの事業所で複数の事業を運営している場合は行を分けて記載してください

㉛複数の事業所がある場合に、記載内容について回答できる方であれば、事業所共通で同

じ担当者の方の記載で問題ないとのことです。

㉟施行時現職者数について多機能型事業所等で従業員が兼務している場合は、人数が重複して計上

しても差し支えないとのことです。

㊱施設等運営者の区分で直接運営している場合は「なし」を選択。それ以降はグレー（入力不要）になります。

ここでいう「指定管理」は、指定障害児通所支援事業・障害児入所施設の「指定」のことではありません。自治体が所有・設置する施設の管理運営を委ねる「指

定管理者制度」を指します。したがって、自治体所有の施設・事業所を運営していない場合は該当しません。

※ほとんどの事業所は「なし」なので、あらかじめ「なし」を選択しています。「指定管理」「委託」が該当する事業所は選択肢を変更してください。

所轄庁は千葉県になり、入力済です。（変更しないでください）

GビズID登録時の内容と整合させてください。GビズIDの登録時の内容と異なる場合、

ログインできないおそれがあります。

・登録様式のフリガナ欄は全角カタカナで入力してください。例：「CFA保育園」⇒「シーエフエーホイクエン」

本案内で取りまとめる事業は以下の事業になります。該当する区分を選択してください。

15：指定障害児入所施設等 24：指定障害児通所支援事業（児童発達支援）25：指定障害児通所支援事業（放課後等デイサービス）

26：指定障害児通所支援事業（居宅訪問型児童発達支援）27：指定障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）

学校設置者等のシートについて記載漏れが多く、こちらは障害児通所支援事業者・障害児入所施設の事業者も法人情報を記載するシートになりますので必ず記載してください。

ファイル名は「１２０００６＿千葉県＿法人名.xlsm」で提出してください。
※法人名を記入してください。 ※120006は千葉県の都道府県コードになるので変更しないでください。

※複数の事業所を運営している場合は、（３）施設・事業所のシートにまとめて記載してください。千葉県指定分のみを記載してください

（指定権者が「千葉市」、「柏市」、「船橋市」及び「他都道府県」の事業所については、それぞれの指定権者の指示に従いご提出ください）


